
奈良県と奈良市で

自動車飲食店営業許可が
一本化されました！
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また、令和８年４月１日付で奈良県及び奈良市の間で協定が結ばれたことを受け、奈良県または
奈良市で自動車飲食店営業許可を取得している自動車であって、関西広域連合で共通化された
基準（指針）を満たしていれば、どちらか一方の許可だけで奈良市を含めた奈良県全域で営業する
ことができることとなりました。（奈良市－奈良県以外の自治体へは乗入れできません。）

奈良市保健所（TEL：０７４２ー９３ー８３９５）

詳細については、許可を取得した保健所にお問い合わせください。

奈良県ホームページ 奈良市ホームページ

令和7（2025）年６月１日から「ビジネスしやすい関西」に向け、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、徳島県の県、政令市及び中核市において、自動車飲食店営業の施設基準が共通化されました。

キッチンカー事業者の皆様へ

次の許可証であれば、奈良市－奈良県間で相互乗入れできます。

奈良県 許可証例 奈良市 許可証例

• 実際の営業車と許可証に記載され
ている自動車登録番号（ナンバー
プレート）は同じですか？

• 備考欄に「経過措置適用」とある許
可証は、新しい基準に合致してい
ないため相互乗り入れ対象外です。

相互乗り入れ可能な許可証

• 業種の後にタンク容量が記載されて
いる

相互乗り入れ可能な許可証

• 備考：タンク容量の後に【関西広域連
合指針】と記載されている
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